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恵木　優奈ちゃん
平成19年１月生・土肥

飯村　厚太ちゃん
平成18年12月生・吉浜

「優しく元気な子
に育ってね。」
（パパ・ママより）

  いいむら         こう  た

  え     ぎ           ゆう な

「元気で素直な子
に育ってね。」
（父・母より）

※日時の記載のないものは随時相談を

受付けています。

【心配ごと行政相談】

日　時　12月10日（月）13:00～16:00

場　所　宮下会館

日　時　12月20日（木）13:00～16:00

場　所　文化福祉会館

【青少年相談】

日　時　毎週月～金曜日

　　        9:00～12:00・13:00～16:00

場　所　青少年相談室（分庁舎４階）

★親と子のテレフォン相談　63-6300

上記以外の時間は、留守番転送電話で24

時間対応しています。

【教育相談】

日　時　毎週月・水・木曜日

　　        9：00～12：00・13:00～17:00

場　所　学校教育課（分庁舎１階）

【町長相談】（予約制：秘書広報室）

場　所　役場会議室

【育児・保育園・栄養相談】

場　所　子育てサロン（分庁舎６階）

※保育園相談・栄養相談は予約制

（福祉課児童担当）

【児童相談】（予約制：福祉課児童担当）

場　所　福祉課会議室

【補装具巡回更生相談】

（予約制：福祉課障がい福祉担当）

場　所　小田原市保健センター

（肢体不自由）

日　時　12月10日（月）13：00～14：00

【外国籍住民相談】（予約制：企画課）

対象言語　英語・中国語・韓国語

【法律相談】（予約制：商工会　63-0111）

日　時　12月12日（水）10：00～12：00

　　　　12月19日（水）13：00～16：00

場　所　商工会館

【雇用・求職相談】

日　時　12月７日（金）10：00～16：00

場　所　商工会館

【労働相談】

日　時　12月21日（金）13：30～16：30

場　所　役場第１庁舎１階ホール

【融資相談】

日　時　12月11日（火）・18日（火）

　　　　10：00～16：00

場　所　商工会館２階

　
　　
固定資産税　　　　　　　　第３期
国民健康保険料　　　　　　第７期
介護保険料　　　　　　　　第７期

　　　
水道料・下水道使用料　　　12月分

　
　　　　　　　　　　　　  前月比
　世帯数　10,818� � 0

　総人口　27,118� △�12

　　男　　12,516� △�10

　　女　　14,602� △�2

　自然増減（出生・死亡）�△�6

　社会増減（転入・転出）�△�6

　

　気温最高　26.5℃（５日）
　　　最低　12.5℃（21日）
　　　平均　18.9℃
　降雨日数　12日
　総降雨量　145.0mm

25日（火）～１月７日（月）　冬季休業

★湯河原中学校

３日（月）・４日（火）　後期中間テスト（１・２年）
３日（月）～６日（木）　進路面談（３年）
11日（火）　生徒総会
14日（金）～19日（水）　保護者面談（１・２年）
21日（金）　生徒集会

★湯河原小学校

３日（月）　授業参観・学級懇談会
14日（金）　学習発表会（中学年）
18日（火）～20日（木）　教育相談（希望者）
20日（木）　大掃除

★吉浜小学校

１日（土）　学習発表会（４～６年）
13日（木）　学級懇談会（４～６年・ふたば）
　　　　　教育相談（希望者）
14日（金）　学級懇談会（１～３年・竹の子）
　　　　　教育相談（希望者）
19日（水）・20日（木）　教育相談（希望者）
21日（金）　大掃除

★東台福浦小学校

８日（土）　学習発表会
18日（火）　授業参観・懇談会
　　　　　教育相談（希望者）
19日（水）・20日（木）　教育相談（希望者）

●１月号掲載写真募集●
【応募方法】赤ちゃんの名前（ふり
がな）、生年月日、保護者名、住所、
電話番号、赤ちゃんへのメッセージ
（20文字以内）と送り主（～より）
を記入し、写真を一枚添えて、郵送
または直接持参してください。

【応募対象】平成19年１月２日～平
成19年８月１日生まれ

【応募締切】12月10日（月）
【応募先・問合せ】
秘書広報室　内線246
※写真は返却できませんのでご了承

ください。また、掲載は１人１枚
とさせていただきます。

※応募多数の場合は翌月号の掲載に
なります。

平成19年度周知広報用キャッチフレーズ

「守ろう！確かめよう！最低賃金」

　10月19日から神奈川県最低賃金が

改正されました。

◆神奈川県最低賃金�１時間�736円

　神奈川県内の事業場で雇用される

すべての産業の労働者に適用されま

す。

（パートタイマー、臨時、アルバイ

ト等の労働者にも適用されます。）

詳しくは、神奈川県労働局ホームペー

ジをご覧ください。

http：//www.kana-rou.go.jp


